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【お問い合わせ】　南風原文化センター　☎８８９－７３９９

①停電情報配信サービス（メール配信サービス）
お客さまが携帯電話やパソコンなどからご登録い
ただいた e メールアドレスに、台風時の停電情報を
お知らせするサービスです。

【携帯電話から登録する場合】
右下のＱＲコードからアクセスしてご登録ください。
※迷惑メール等の受信拒否設定をさ
れている場合、手続きを行う前に

「@okidenmail.jp」のドメイン指定
受信設定を行う必要があります。

期日 ： 令和元年７月２９日（月）午後２時～
場所 ： 南風原町立中央公民館　黄金ホール

「しまくとぅば」への関心を高め、次世代へ継承することを目標とし、
南風原町教育委員会では「第２５回南風原うちなーぐち大会」を開催します。

参加資格 （１）小学生、中学生、高校生の部
 （２）一般の部（町内在住・町内事業所勤務の方） 
発表方法 内容は自由（出来事、昔話等）で５分（一般は７分）以内

南風原うちなーぐち大会第25回 
ふ ぇ ー ば る

沖縄電力ホームページ　http://www.okiden.co.jp ⇒「台風などに伴う停電情報はこちら」をご覧ください。

台風などに伴う停電情報について
②地図表示サービス
お客さまがお持ちのパソコン・スマートフォン等で、
停電地域を市町村ごとに地図にてご確認いただけ
るサービスです。

③停電問合せサービス
お客さまがお持ちのパソコンや携帯電話などで、

「ご自宅の停電状況のご確認」および「電線切断、電
柱倒壊等の情報提供受付」が行えるサービスです。

（停電状況を確認する場合は電気番号が必要になり
ます）

【お問い合わせ】　総務課　☎８８９－４４１５

南風原町公式LINE始めました！
　 南風原町公式 LINE の運用を開始しました。

様々な情報を発信していますので、ぜひ登録してください！
 友だち登録方法
①アプリ「LINE」をダウンロードする。
②公式アカウント検索で「南風原町」を検索し、
　友だち追加登録する。
　※右記のＱＲコードからも友だち登録が可能です。

 主な配信内容
（1）南風原町が実施する事業・
　 イベント等に関する情報

（2）防犯・防災に関する情報
（3）その他、本町が取材した情報

水害・土砂災害について、市町村が出す避難情報と、
国や都道府県が出す防災気象情報を、５段階  に整理しました。※1

＜避難情報等＞ ＜防災気象情報＞
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警戒レベル1

既に災害が発生している状況です。
命を守るための最善の行動をとりましょう。

災害発生情報

全員避難

高齢者等は避難

速やかに避難先へ避難しましょう。
公的な避難場所までの移動が危険と思わ
れる場合は、近くの安全な場所や自宅内の
より安全な場所に避難しましょう。

避難勧告、
避難指示（緊急）

避難に時間を要する人（ご高齢の方、障害の
ある方、乳幼児等）とその支援者は避難を
しましょう。その他の人は、避難の準備を
整えましょう。

避難準備・
高齢者等避難開始

避難に備え、ハザードマップ等により、
自らの避難行動を確認しましょう。

洪水注意報、
大雨注意報等

災害への心構えを高めましょう。 早期注意情報

【警戒レベル相当情報（例）】

警戒レベル５相当情報
氾濫発生情報
大雨特別警戒　　　等

警戒レベル４相当情報
氾濫危険情報
土砂災害警戒情報　等

警戒レベル３相当情報
氾濫警戒情報
洪水警報　　　　　等

これらは、住民が自主的
に避難行動をとるために
参考とする情報です。

Ｑ＆Ａ
質問１） 防災気象情報は出てるけど、避難情報が出ていないときはどうすればいいの？

⇒市町村は、様々な情報をもとに、避難情報を発令する判断を行うことから、必ずしも防災気象情報と同じ
レベルの避難情報が、同時に発令されるわけではありません。
自らの命は自ら守る意識を持って、防災気象情報も参考にしながら、適切な行動をとってください。

質問２） 避難指示（緊急）は、避難勧告と同じ警戒レベル４に位置付けられたけど、考え方が変わったの？
⇒避難指示（緊急）は、地域の状況に応じて緊急的に又は重ねて避難を促す場合などに発令されるもので、
必ず発令されるものではありません。避難勧告が発令され次第、避難指示（緊急）を待たずに速やかに避難を
してください。

質問３） 洪水で「警戒レベル４相当情報」が既に出ているなかで、土砂災害で「警戒レベル３相当情報」が出たけど洪水の
レベルも４から３に下がったということなの？
⇒洪水の危険性が４から３に下がったわけではありません。洪水は４のままで、土砂災害の３が追加されたので
あり、その地域は洪水と土砂災害、両方の災害を警戒する必要があります。

【警戒レベル５】では既に災害が発生しています。また、必ず発令されるものではありません。

【警戒レベル３】や【警戒レベル４】で、
地域の皆さんで声をかけあって、安全・確実に避難しましょう。

警戒レベル4
（市町村が発令）

（市町村が発令）

（市町村が発令）

（気象庁が発表）

（気象庁が発表）

※2

※3

※1 各種の情報は、警戒レベル1～5の順番で発表されるとは限りません。状況が急変することもあります。

※2 災害が実際に発生していることを
把握した場合に、可能な範囲で発令

※3 地域の状況に応じて緊急的又は
重ねて避難を促す場合等に発令
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【お問い合わせ】内閣府（防災担当）
http://www.bousai.go.jp/oukyo/hinankankoku/h30_hinankankoku_guideline/index.html

【お問い合わせ】 沖縄電力（株）コールセンター ●那 覇 支 店 管内　☎ 0120-586-701
●与那原営業所管内　☎ 0120-586-703


